
○鹿児島県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則

平成10年3月30日

公安委員会規則第5号

鹿児島県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則をここに公布する。

鹿児島県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則

(趣旨)

第1条　この規則は，道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の31及び交通安全活

動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づき，交

通安全活動推進センターの指定等に関し，必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条　規則第1条第1項の規定による申請は，別記第1号様式によるものとする。

2　法第108条の31第1項の規定による指定の書面を交付するときは，別記第2号様式によるものとする。

3　規則第3条第1項の規定による届出は，別記第3号様式によるものとする。

4　法第108条の31第3項の規定による命令の書面を交付するときは，別記第4号様式によるものとする。

(申請書等の提出)

第3条　前条第1項に規定する指定の申請の書面又は同条第3項に規定する変更の届出等の書面は，鹿児島県

警察本部交通部交通企画課を経由して，鹿児島県公安委員会に提出しなければならない。

附 則

1　この規則は，平成10年4月1日から施行する。

2　鹿児島県道路使用適正化センターの指定申請等に関する規則(昭和62年鹿児島県公安委員会規則第5号)

は，廃止する。

附 則(平成17年3月4日公安委員会規則第2号)

この規則は，平成17年3月7日から施行する。

附 則(令和3年2月16日公安委員会規則第4号)

この規則は，公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

http://vwebsv2102.kp.local/reiki_int/reiki_honbun/word/q701FG00011502.rtf


第2号様式(第2条関係)

http://vwebsv2102.kp.local/reiki_int/reiki_honbun/word/q701FG00005611.rtf


第3号様式(第2条関係)

http://vwebsv2102.kp.local/reiki_int/reiki_honbun/word/q701FG00011503.rtf


第4号様式(第2条関係)

http://vwebsv2102.kp.local/reiki_int/reiki_honbun/word/q701FG00005613.rtf



